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 キップ・定期券は、 

ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください。 
祝祭日を除く月～金の 7：20～13：40で販売中です。 

    ※不在となる時間帯もございますので、ご確認願います。 

   ■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５－２２１０ 

全国瞬時警報システム（J-アラート）の訓練放送について 
 ◆放送日時：令和４年６月１５日（水）午前１０時００分頃 

 

令和４年狩猟免許試験の実施について 

 
 

第４９回町民体育祭のご案内 
 

 今年で４９回を迎える町民体育祭は全町民が一体となって楽しめる、地域を元気にするイベン

トです。 

 新型コロナウイルス感染症対策の徹底はもちろんのこと、競技内容を工夫し、どの組にも優勝

の可能性があり、幅広い年齢層の方が参加しやすいものとなっています。 

■日 時 令和４年７月３日（日） 午前８時３０分～正午 

■場 所 沼田小学校グラウンド 

 大会に参加された皆様に行政ポイント１００ポイントを進呈します。 

 また、大会内の新たな競技として一番足の速い人を決める「沼田町最速王」を開催します。 

優勝者には超豪華賞品を準備しておりますので、奮ってご参加ください。 

※当日、生涯学習総合センター「ゆめっくる」・町民体育館は休館となります。 

■お問合せ 教育委員会教育課 ☎３５－２１３２ 

６月１５日（水）午前１０時００分頃に、防災無線を通じて情報伝達の訓練放送を行います。

ご家庭の戸別受信機からテスト放送が流れますので、町民皆様のご理解とご協力をお願いいた

します。 

※Ｊ-アラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急時に国から送られてくる緊急情報を人工

衛星などを活用して瞬時に情報伝達するシステムです。 

■お問合せ 総務財政課 総務グループ ☎３５－２１１１ 

 罠や網、銃を使用して鳥獣類（特定外来生物除く）を捕獲するには「狩猟免許」の取得が必

要となります。 

農作物被害に遭われている方、被害防止に協力して頂ける方は、是非この機会に狩猟免許を

取得頂き、有害鳥獣による被害防止にご協力下さい。 

【狩猟免許試験予備講習】 

■日  時 令和４年７月３１日(日) 午前９時００分～午後４時３０分 

■会  場 岩見沢市民会館「まなみ～る」（岩見沢市 9 条西 4 丁目１－１） 

■受 講 料  ・第１種銃猟、第２種銃猟 １１，０００円(税込み・テキスト代込み) 

      ・わな猟 ８，２５０円 ・網猟 ８，２５０円 

      ・第１種銃猟または第２種銃猟と同時にわな猟か網猟を受講 １３，７５０円 

      ・第１種銃猟または第２種銃猟・わな・網（３種類）を受講 １６，５００円 

■受付期間 令和４年６月１６日（木）～令和４年７月２１日（木） 

【狩猟免許試験】 

■日  時 令和４年８月７日(日) 午前９時００分～ 

■会  場 空知総合振興局（岩見沢市８条西５丁目） 

■定  員 ４０名 

■受付期間 令和４年６月２２日（水）～令和４年７月２２日（金） 

※沼田町有害鳥獣対策委員会では、試験受験に係る経費の助成をしています。 

狩猟免許試験を受験希望の方は、下記までお問合せください。 

■お問合せ 農業推進課 農業振興グループ ☎３５－２１１４ 

放送内容等 

町内６か所に設置してある屋外スピーカー及び戸別受信機から、訓練放送が一斉に放送され

ます。 

【放送内容】 

開始のチャイム 

「こちらは、防災ぬまたです。只今から訓練放送を行います。」 

緊急地震放送チャイム音 

「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。」※繰り返し３回 

「こちらは、防災ぬまたです。これで訓練放送を終わります。」 

 終了のチャイム 

 

次のような場合は、忘れずに住民生活課税務グループまで届出を提出してください。 

届出の対象は、住宅のほか車庫や物置、格納庫、納屋など建物全般です。 

①建物を新築中または増築中の場合 → ご連絡ください。建物の評価に伺います。 

②建物を取り壊したとき      → 家屋滅失の届出が必要です。 

③建物の所有者が変わったとき   → 所有者変更の届出が必要です。 

※②と③については、登記をされた方は不要です。 

■お問合せ 住民生活課 税務グループ ☎３５－２１１５ 

 

固定資産税に係る家屋（住宅・納屋・車庫等）の届出について 
 
 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

◆６月１２日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：深川内科クリニック 院長 山崎充） 

                          ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…ぬまくら歯科（深川市）         ☎２２－５６１５ 

◆６月１９日（日） 

内科・外科系…深川市立病院             ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…新十津川パンダ歯科（新十津川町）   ☎０１２５－７６－３２０２ 

◆６月２６日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：北竜町立診療所 所長 浦本幸彦） 

                          ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…もみじ歯科クリニック（赤平市）     ☎０１２５－３２－１１８１ 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

 

６月９日から６月２６日までの行事予定 
 

行事名              時 間    場 所 

６月１１日（土） 生きがい講座「みんなで楽しむソロキャンプ教室」 

                            ９：３０～ ほたる学習館 

  １７日（金） 元気１００倍！教室        １０：００～ ふれあい 

         あったまーる           １２：００～ 安心センター 

  ２０日（月） 高齢者体力測定会         １０：００～ ふれあい 

  ２１日（火） 旭町サロン            １０：００～ 旭町コミュセン 

         月例行政相談所          １３：００～ 町民会館 

  ２３日（木） 乳幼児健診            １１：００～ ふれあい 

  ２６日（日） 化石採取会             ９：００～ 化石体験館 

※新型コロナウイルスの影響で中止、延期される場合がございます。 

後期高齢者医療制度のお知らせ 
～  窓口負担割合の見直しについて  ～ 

 

上下水道料金の領収書発行ついて 

沼田町では、上下水道料金を口座引き落としにてお支払いいただいている方々に、前年度１

年間分の上下水道料金領収書を発行いたします。 

発行を希望される方は、建設課までご連絡をお願いいたします。 

■お問合せ 建設課 上下水道担当 ☎３５－２１１６ 

■自衛官候補生 

 資  格 日本国籍を有し、採用予定月の１日現在１８歳以上３３歳未満の男女 

 受付期間 年度を通じて受付を行っています 

 試験期日  ７月試験日程：１０日（日）・１１日（月）いずれか 1 日（来月以降は別途お知

らせします。） 

 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 

■そ の 他  コロナの状況により、変更となる場合があります。 

■お問合せ 自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５５－０１００ 

総務財政課 広報情報グループ   ☎３５－２１１１ 

令和４年度自衛官募集案内について 

沼田町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。 

 ぜひ一度移住定住情報公式サイトを訪問してみて下さい。 

   

移住定住情報公式サイト  https://teiju.com/ 
 

■一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります。 

令和 4 年 10 月 1 日から、一定以上の所得のある方は、現役波所得者（窓口負担割合 3 割）

を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。 

■窓口負担割合が２割となる方は、以下の項目にすべて該当する方です。 

○住民税課税世帯で、３割負担（現役並み所得者）ではない 

○同一世帯に住民税の課税所得が 28 万円以上の被保険者がいる 

○年金収入+その他の合計所得金額が、 

・被保険者が 1 人の世帯の場合、200 万円以上 

・被保険者が 2 人以上の世帯の場合、合計 320 万円以上 

■見直しの背景 

令和４年度以降、団塊の世代が 75 歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代（子や孫などの世代）の 

負担（支援金）となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。 

 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでい

くためのものです。 

■保険証の更新 

令和４年の被保険者証の更新は、８月１日更新及び１０月１日更新の２回行います。 

詳しくは７月中にご案内致します。 

■窓口負担割合が２割となる方には負担を抑える配慮措置があります。 

令和４年１０月１日の施行後３年間（令和７年９月診療分まで）は、２割負担となる方に

ついては、窓口負担割合の引き上げに伴い１か月の外来医療の負担増加額を３，０００円ま

でに抑えます。詳しくは７月中にご案内致します。 

■お問合せ 保健福祉課 保険グループ ☎３５－２１２０ 


